
ＡＦ　介護予防ケアマネジメントサービスコード表
水色は新規、赤色は変更、灰色は廃止

種類 項目

AF 1001 介護予防ケアマネジメント（Ａ） イ　介護予防ケアマネジメント費 442単位 442

AF 1004 介護予防ケアマネジメント（Ａ） 高齢者虐待防止措置未実施減算 4単位 減算 438

AF 1005 介護予防ケアマネジメント（Ａ） 業務継続計画未策定減算 4単位 減算 434

AF 1006 介護予防ケアマネジメント（Ａ） 業務継続計画未策定減算 4単位 減算 438

AF 1002 介護予防ケア初回加算（Ａ） ロ　初回加算 300単位 加算 300

AF 1031 委託連携加算（Ａ） ハ　委託連携加算 300単位 加算 300

AF 1041 介護職員等処遇改善加算（Ａ）Ⅰ ニ 　介護職員等処遇改善加算 別表の算定パターンⅠ 9

AF 1042 介護職員等処遇改善加算（Ａ）Ⅱ 別表の算定パターンⅡ 15

AF 1043 介護職員等処遇改善加算（Ａ）Ⅲ 別表の算定パターンⅢ 16

AF 1044 介護職員等処遇改善加算（Ａ）Ⅳ 別表の算定パターンⅣ 22

AF 1011 介護予防ケアマネジメント（Ｂ） イ　介護予防ケアマネジメント費 442単位 442

AF 1007 介護予防ケアマネジメント（Ｂ） 高齢者虐待防止措置未実施減算 4単位 減算 438

AF 1008 介護予防ケアマネジメント（Ｂ） 業務継続計画未策定減算 4単位 減算 434

AF 1009 介護予防ケアマネジメント（Ｂ） 業務継続計画未策定減算 4単位 減算 438

AF 1012 介護予防ケア初回加算（Ｂ） ロ　初回加算 300単位 加算 300

AF 1032 委託連携加算（Ｂ） ハ　委託連携加算 300単位 加算 300

AF 1045 介護職員等処遇改善加算（Ｂ）Ⅰ ニ 　介護職員等処遇改善加算 別表の算定パターンⅠ 9

AF 1046 介護職員等処遇改善加算（Ｂ）Ⅱ 別表の算定パターンⅡ 15

AF 1047 介護職員等処遇改善加算（Ｂ）Ⅲ 別表の算定パターンⅢ 16

AF 1048 介護職員等処遇改善加算（Ｂ）Ⅳ 別表の算定パターンⅣ 22

AF 1021 介護予防ケアマネジメント（Ｃ） イ　介護予防ケアマネジメント費 442単位 442

AF 1014 介護予防ケアマネジメント（Ｃ） 高齢者虐待防止措置未実施減算 4単位 減算 438

AF 1015 介護予防ケアマネジメント（Ｃ） 業務継続計画未策定減算 4単位 減算 434

AF 1016 介護予防ケアマネジメント（Ｃ） 業務継続計画未策定減算 4単位 減算 438

AF 1049 介護職員等処遇改善加算（Ｃ）Ⅰ ニ 　介護職員等処遇改善加算 別表の算定パターンⅠ
所定単位数の
21/1000加算

9

施設の体制

種類 項目

介護予防ケアマネジメント高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の1％減算 １月につき

介護予防ケアマネジメント業務継続計画未実施減算 所定単位数の1％減算 １月につき
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